
嬉野市農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項 

 

農地等の利用の最適化を推進するため、新たに設置する農地利用最適化推進委員を農業者

等の個人又は法人・団体からの推薦と本人の応募により、次のとおり募集します。 

 

１ 募集人数 

２０人（区域ごとに担当推進委員１人 総数で２０人） 

区域番号 区域 

１ 鳥越区、山口区、殿ノ木庭区、永石区、平山区、茂手区 

２ 鳥坂区、下童区、石垣区、新村区、三ケ崎区 

３ 
福富区、大牟田区、真崎区、袋区、五町田第一区、五町田第二区、 

五町田第三区、五町田第四区、五町田第五区 

４ 南区、美野辺田、谷区、熊野区、畦川内区 

５ 
町分区、塩田区、原町区、布手区、下野辺田区、本谷区、宮ノ元区、 

塩吹区、鍋野区 

６ 冬野区、南下久間区、北下久間区、牛間田区、のぞえ区 

７ 南志田区、北志田区、西山区、光武区、中久間区 

８ 堤ノ上区、中通区、牛坂区 

９ 南上区、南下区、式浪区、三坂区 

１０ 万才区、角ノ谷区、大草野辺田区、五代区、長谷区 

１１ 今寺区、下宿区 

１２ 井手川内区、下野区、下吉田区 

１３ 温泉一区、温泉二区、温泉三区、温泉四区、内野内野山区、湯野田区 

１４ 下不動区、中不動区、大舟区、上不動区、丹生川区、俵坂区 

１５ 大野原区、下岩屋一区、下岩屋二区、下岩屋三区 

１６ 上岩屋区 

１７ 春日区、上吉田区、峰川原区 

１８ 東吉田区、両岩区 

１９ 真上吉田区、西川内区 

２０ 西吉田区、皿屋区、納戸料区 

 

２ 任期 

令和６年７月２０日から令和９年７月１９日までの３年間 

  



３ 身分及び報酬 

身分 嬉野市の特別職の非常勤職員 

（地方公務員法第３条第３項第３号の規定及び農業委員会等に関する法律 

第１８条第１項の規定による。） 

報酬 年額１６８,１５０円 

※  職務である現地調査や会議出席等に伴う費用の支給はありません。 

  ただし、農地利用の最適化活動に対して別途実績報酬が支給されます。 

 

４ 職務内容 

(1) 担当区域において、農業委員と連携して、担い手への農地利用の集積・集約化、 

遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入の促進に関する現場活動を日常的に 

行います。 

(2) 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」や「農地等の利用の最適化の推進 

に関する施策改善について関係行政機関等に対する意見」について、必要に応じて 

総会に出席し意見を述べ、また農地法や他の法令に基づく農地の権利に係る許 

可等に関しての現地調査等を行い、必要に応じて、総会等に出席し、情報を 

提供します。 

(3)  農業委員と連携して、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防 

止・解消、農業への新規参入の促進に関する活動を行います。 

(4)  農業委員会等が開催する会議及び研修会に出席（年数回）します。 

(5)  農業委員と連携して、農家からの相談及び農家への助言・指導、農業一般に関する調

査及び情報の提供に関する業務を行います。 

※  農地利用最適化推進委員は、活動内容を月毎に記録し、農業委員会会長に提出する

必要があります。 

 

５  農地利用最適化推進委員の要件 

農地利用最適化推進委員は任命の日において満２０歳以上であり、農地利用最適化 

に関する熱意と農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項 

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者 

であることを要件とします。 

ただし、下記の者は法令の規定により農地利用最適化推進委員になることができま 

せん。 

  (1)  市内に住所を有しない者。ただし、業務に支障がなく、特別な事情がある場合は 

   この限りでない。 

(2) 市が設置する他の附属機関等の委員である者 

(3) 市の職員である者 

(4) 農業委員会等に関する法律第８条第４項各号の規定のいずれかに該当する者 

   一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

   二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 

がなくなるまでの者 

  



(5) 嬉野市暴力団排除条例第２条第２号から第４号までの規定のいずれかに該当する者      

  (１) 暴力団員   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条 

第６号に規定する暴力団員をいう。 

(２) 暴力団員等   暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過 

しない者をいう。 

(３) 暴力団等   暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者 

として佐賀県暴力団排除条例施行規則第３条に規定する 

者をいう。 

                ※ 佐賀県暴力団排除条例施行規則第３条に規定する者とは 

     (1) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者 

に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用してい 

る者 

(2) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与 

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与 

している者 

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して 

いる者 

(4) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用し 

ている者 

(5) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これら 

と同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあって 

は代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を 

営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業 

所を代表するものをいう。)に暴力団員等又は前各号に掲げる者 

がいる法人その他の団体又は個人 

(6) 暴力団員等又は第 1号から第 4号までに掲げる者がその経営 

に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 

 

６ 推薦及び応募に係る手続等 

推薦及び応募の方法は、農業者等の個人又は法人・団体からの推薦を受ける場合と 

本人が応募する場合の３通りがあります。 

  (1) 推薦書及び応募届出書 

   ・農業者等の個人が２人以上の連名で推薦する場合 

      様式第１号 

嬉野市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦書（一般推薦用） 

   ・農業者等の法人又は団体が推薦する場合 

      様式第２号 

 嬉野市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦書（団体推薦用） 

・本人が応募（自薦）する場合 

      様式第３号 

 嬉野市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者応募届出書 



  (2) 書類の入手方法 

     ① 次の窓口で募集要項、推薦書及び応募届出書は入手できます。 

・嬉野市役所 塩田庁舎（１階）農業委員会事務局 

・嬉野市役所 嬉野庁舎（１階）茶業振興課 

     ② 嬉野市公式ホームページからダウンロードできます。 

          https://www.city.ureshino.lg.jp/top.html 

 

７ 募集期間 

令和６年３月１日（金）から令和６年３月２９日（金）まで 

※ 推薦・応募の状況により募集期間を延長する場合があります。延長する場合は、 

嬉野市公式ホームページでお知らせします。 

 

８ 推薦書及び応募届出書の提出方法及び提出先 

推薦書及び応募届出書は、提出先に郵送（令和６年３月２９日消印有効）、または 

直接お持ちいただき（受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前８時３０分か 

ら午後５時１５分まで【時間厳守】）、提出ください。 

※ 電子メール、ＦＡＸでの提出は不可です。 

≪提出先≫ 嬉野市役所 塩田庁舎 嬉野市農業委員会事務局 

       〒８４９－１４９２ 嬉野市塩田町大字馬場下甲１７６９番地 

                      ℡ ０９５４－６８－０１５１ 

嬉野市役所 嬉野庁舎 茶業振興課（提出のみ受付） 

       〒８４３－０３９２ 嬉野市嬉野町大字下宿乙１１８５番地 

※ 提出された書類は返却いたしませんので御了承ください。 

 

９ 推薦及び応募状況の公表 

募集期間の中間(３月中旬)と期間の終了後(４月上旬)に、提出された書類をもとに 

以下の内容を公表します。 

① 推薦者（個人の場合）の氏名、職業、年齢及び性別 

② 推薦者（法人又は団体の場合）の名称、目的、代表者の氏名、構成員の数及び 

構成員の資格その他の要件 

③ 被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

④ 推薦又は応募の理由 

⑤ 推薦者が、被推薦者を嬉野市農業委員会の委員に推薦しているか否かの別、又 

は応募者が、嬉野市農業委員会の農業委員に応募しているか否かの別 

⑥ 区域ごとの被推薦者の数 

⑦ 区域ごとの応募者の数 

 

10 農地利用最適化推進委員候補者の選考 

農業委員会が農地利用最適化推進委員候補者の審査に関し嬉野市農業委員会の委員 

候補者等審査委員会（以下「審査委員会」という。）に意見を求め、審査委員会にお 

いて提出された書類をもとに審査します。必要に応じ面接を行う場合があります。 



 

11 農地利用最適化推進委員候補者の選考の結果通知 

農地利用最適化推進委員候補者の選考の結果は、令和６年５月下旬に、被推薦 

者、推薦者（代表者）及び応募者、全員に書面で通知（郵送）します。 

 

その後、新たに任命された農業委員が構成する嬉野市農業委員会が令和６年７月２０日

以降に初めて開催する総会に議案として提出し、承認を議決した後に、嬉野市農業委員会よ

り委嘱されます。 

 

12 その他 

・ 農地利用最適化推進委員及び農業委員の両方に推薦されると同時に応募すること 

ができます。 

なお農地利用最適化推進委員と農業委員の両方を兼ねることはできません。 

・ 推薦書等に記載された内容を確認するために、必要に応じて被推薦者、推薦者、 

応募者本人又は関係機関等に対して照会を行うことがあります。あらかじめ御了承 

ください。 

 

13 問い合わせ先 

嬉野市農業委員会事務局 ℡ ０９５４－６８－０１５１(直通) 

※嬉野庁舎 茶業振興課では書類の提出受付のみ行い、問合せその他の対応は 

 行いませんのでご留意ください。 


